
事務局長 係 員 

  

 

博多町家ふるさと館 観覧料減免申請書 

 

令和   年   月   日 

 

（あて先） 

福岡市中央区長浜１－１－３５ 新 KBC ビル 3 階 

株式会社 JTB 福岡支店 

支店長  大八木 昌宏                         

（申請者） 

住 所 

氏 名 

（団体名及び代表者名） 

連絡先 

 

  博多町家ふるさと館条例第７条第５項の規程により、次のとおり展示棟観覧料の減免を申請します。 

 

観覧目的 

□小中学校の児童又は生徒の引率者が教育の一環として観覧 

□行政視察に伴う施設の見学者 

□タクシー運転手が業務中に観光客を案内（観光タクシー登録証） 

□福岡市観光案内ボランティアが観光客を案内（身分証明書） 

□マスコミ，雑誌記者等の取材 

□その他（                        ） 

※裏面減免表参照 

内 

訳 

大 人 人  小中学生 人（  学年） 

引率者 人  その他 人 

観覧日時 令和    年    月    日（    曜日）      時     分 から 

減免者数             人 

担 当 者 氏 名  連絡先  

備  考  

※小中学生の観覧は無料です 

※団体名欄には学校名、代表者氏名欄には学校長名を記入してください 

 

【提出先】「博多町家」ふるさと館 

     〒812-0039 福岡市博多区冷泉町６－１０ 

     ＴＥＬ（０９２）２８１－７７６１    ＦＡＸ（０９２）２８１－７７６２ 



 

（減免表） 

減 免 の 内 容 減免額 

■小中学校の児童又は生徒の引率者が教育の一環として観覧するとき 

（幼稚園・保育園・デイサービス等の引率者含む） 

全 額 

■心身障がい者（本市が発行する療育手帳，身体障者福祉法に規定する身体障 

害者手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律）に規定する精神障 

害者保健福祉手帳（以下「療育手帳等」という）の交付を受けている者をい 

う）及びその介護者が観覧するとき（手帳等の提示が必要） 

■本市，熊本市，鹿児島市及び北九州市に居住する 65歳以上の者が観覧する 

とき（住所及び年齢を証明できるものの提示が必要） 

■行政視察に伴う施設の見学者が観覧するとき 

（本市及び他自治体職員，議員等の施設視察など） 

■本市，教育委員会，市選挙管理委員会，区選挙管理委員会，人事委員会，監 

査委員会，農業委員会，固定資産評価審査委員会，市議会，市関係団体（外 

郭団体等）が主催し，又は経費の一部を負担して共催する事業に伴う施設の 

見学者が観覧するとき 

■設置目的に照らして特に必要と認めるもの 

① タクシー運転手が業務中に観光客を案内するために来館し，受付で観光 

 タクシー登録証を提示し観覧するとき 

② 福岡市観光案内ボランティアが，その活動として観光客を案内するため 

に来館し，身分証明書を受付に提示したとき 

③ 博多町家ふるさと館開館記念日事業のとき 

④ マスコミ，雑誌記者等の取材 

⑤ その他指定管理者が必要と認めるとき 

■設置目的に照らして特に必要と認めるもの 

① 地下鉄１日乗車券を提示したとき 

② その他指定管理者が必要と認めるとき 

50円 

 (50円減免し 150円) 

 


